
 京都市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２８年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第  号 

   京都市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市個人情報保護条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第２条各号列記以外の部分中「第２条第３号」を「第２条第４号」に改める。 

第２１条中「第３６条」を「第３６条第２項」に改める。 

第２２条の見出し中「不服申立人等」を「審査請求人等」に改め，同条中「不服申立て

に対する決定（裁決）に基づく開示実施日等通知書」を「審査請求に対する裁決に基づく

開示実施日等通知書」に改める。 

第２９号様式注以外の部分中「不服申立て」を「審査請求」に，「第３５条第１項」を

「第３６条第１項」に，「同条例第３６条」を「同条第２項」に改め，同様式注２中「不

服申立て」を「審査請求」に改め，同様式を同様式１ 処分についての審査請求用とし，

同様式に次のように加える。 

  

８５



 ２ 開示請求に係る不作為についての審査請求用 

情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書 

  

                    様          年   月   日 

 実施機関の名称 

 

印 

 

年  月  日付けの開示請求に係る不作為に対する審査請求について，京都市

個人情報保護条例第３６条第１項の規定により，京都市情報公開・個人情報保護審査会に諮

問しましたので，同条第２項の規定により通知します。 

開示請求書に記載され

ている公文書の件名又

は個人情報の内容 

 

諮 問 を し た 日 年   月   日 

担 当 部 局 
       電話   －       

  



 ３ 訂正請求又は利用停止請求に係る不作為についての審査請求用 

情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書 

 

                    様           年   月   日 

  実施機関の名称 

 

印 

 

     年  月  日付けの
 訂正請求 

 利用停止請求
に係る不作為に対する審査請求について，

京都市個人情報保護条例第３６条第１項の規定により，京都市情報公開・個人情報保護審査

会に諮問しましたので，同条第２項の規定により通知します。 

訂正請求又は利用停止

請求に係る個人情報が

記録されている公文書

の件名 

 

審査請求に係る訂正請

求又は利用停止請求の

内容 

 

諮 問 を し た 日 年   月   日 

担 当 部 局 
          電話   －       

注 該当する□には，レ印がしてあります。 

 

 

 

 



第３０号様式中「不服申立てに対する決定（裁決）に基づく開示実施日等通知書」を「審

査請求に対する裁決に基づく開示実施日等通知書」に改める。 

   附 則 

 この規則は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２条の改正規定は，公布の

日から施行する。 

（総合企画局情報化推進室） 


